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羽下会長 

それでは開会前でございますけれども皆様にご報告いたします。欠席委員の

報告でございますけれども、被用者保険の代表の岩野委員の方から欠席のご

連絡をいただいております。なお、田辺委員まだみえられておられないんで

すけども、今連絡をとったんですけどもちょっと連絡をとれない状況であり

ますのでよろしくお願い致します。 

 

本日は皆様より多忙の中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。会

議に先立ちまして皆様にご報告申し上げます。本年度初めての運営協議会開

催となりますが、職員で人事異動がございましたので、報告をさせていただ

きます。健康福祉課、皆川課長であります。 

 

健康福祉課の皆川です。よろしくお願いいたします。 

 

また、熊倉課長補佐であります。 

 

健康福祉課の熊倉です。よろしくお願いいたします。 

 

そして、弦巻健康づくり係長であります。 

 

健康づくり係の弦巻です。よろしくお願いします。 

 

税務課では、弦巻課長であります。 

 

弦巻です。よろしくお願いいたします。 

 

また、地域振興課で杵淵税務係長であります。 

 

杵淵です。よろしくお願いいたします。 

 

 

市民課で、塚野保険年金係長であります。 

 

塚野です。よろしくお願いします。 

 

これから皆様には大変お世話になりますが、よろしくお願い致します。また、

本日の会議資料の関係でございますが、議案書につきましては、事前に送付

させていただいております。万が一、今日ご用意のない方がいらっしゃいま

したら、こちらの方にお申し付けいただきたいと思いますけれども、皆さん

用意の方よろしいでしょうか。それでしたらば、これから会議の進行につき

まして協議会規則の定めによりまして会長からお願いを致します。 

 

それでは進行させていただきます。只今の出席委員は１６名で過半数に達し
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ておりますので、これより平成２８年度第一回五泉市国民健康保険運営協議

会を開会致します。次に、協議会規則第４条の規定により、会議の公開につ

いて委員の皆様にお諮りを致します。本日の会議を公開する事にご異議ござ

いませんか。 

 

はい。 

 

ご異議ありませんので本日の会議を公開と致します。本日の傍聴者はおられ

ますか。 

 

はい、課長。 

 

お一人いらっしゃいます。 

 

それでは傍聴者の方の入室を許可致します。はい、それでは傍聴者の方に申

し上げます。配布致しました資料の遵守事項をお守りください。よろしくお

願い致します。それでは会議にはいらせていただきますけども、会長の挨拶

という事になっておりますので、皆さん本日はお忙しい中お集まりいただき

ましてありがとうございます。国保に関しましては様々な問題がございます

ので、ぜひとも皆さんの忌憚のない意見交換をお願いしたいと思います。ま

たスムーズな運営を心掛けてまいりますのでご協力もお願い致します。それ

では本日皆様に諮問をされます伊藤市長よりご挨拶をいただきます。 

 

ごめんください。大変な中ご出席を賜りまして大変ありがとうございまし

た。また委員の皆様におかれましては国保運営行政のみならずですね、五泉

市政の各課にあたりましてご支援ご理解を賜ってますこと、この場をお借り

しまして、厚く御礼申し上げる次第であります。ありがとうございます。先

般の大変な急激な雨で、平場のこういったところはなかったわけであります

けども山あいの方に降りましてですね、本当に早出川という、早く出る川と

いうことで本当に３時間位でもう危険水位、１４メーター超えまして危険氾

濫という事で避難勧告を発令したとこであります。対象８,０００名近くお

られたわけでありますけれども、避難勧告出しても大丈夫だろうという安心

感のもとでしょうか、避難所を開設したわけでありますけれども、１００名

ちょっとの方でありまして、この現状をですね、アンケート調査等をしてで

すね、ちょっと調査しなければならないという危機感を感じております。早

出川ですので３時間で急に上がりますのであと１時間もずれますと本当に

破堤の危険があるとかですね、色々な問題点が出てこようと思ってますの

で、やはり、防災行政無線が聞こえたのか、また聞こえたけども動かなかっ

たのか、逃げる準備をしたのかとかですね、ちょっとアンケート調査をして

ですね、防災行政無線のサイレンをもっと長くするとか、半鐘ですとガンガ

ンガンガンって鳴るわけですので、ウーウーッって鳴らしただけではパトカ

ーが過ぎたのかっていう思いで聞きとれなかったりなんかすると、どうやっ

て対応したらいいか、今九州地方で大変な被害が出てるわけでありますけど

も今朝の４時前後の１時間、２時間位の雨でもですね、５０ミリを超えまし

て急激にやはり水位があがったと。水防団に発令しなければならない事態で

あったわけなんですけども、その後の気象庁の雲の動き見ますと、落ち着く

という事で別に騒ぐことはなかったわけでありますけども、いずれにいたし

ましても安全な地域づくりに努めてまいりたいと考えております。 
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本日の議案につきましては、事前に配布させていただきましたが、国民健康

保険税条例の一部改正についての報告及び平成２７年度五泉市国民健康保

険特別会計の歳入歳出決算見込みの報告と、平成２８年度国民健康保険税に

ついて、ご審議・ご意見を賜りたく協議会の開催をお願いしましたところで

あります。さて、平成２７年度国民健康保険特別会計におきましては、後ほ

ど詳細についてご報告申し上げますが、逼迫した国保財政に対応するため、

一般会計からの緊急支援繰入金として約１億３,６００万円を予算措置した

ところでありますが、最終的には約１,７６０万円を繰り入れする決算とな

りました。しかしながら、一人当たりの療養給付費は依然として上昇傾向が

続いておりますので、五泉市国民健康保険といたしましては、引き続き市民

の健康づくりや特定健診受診率の向上について、なお一層の取組が求められ

ているものと認識しております。委員の皆様には、本日、議題にのぼります

事項について十分ご審議くださるようお願いを申しあげましてご挨拶に代

えさせていただきます。よろしくお願いいたします。以上であります。 

 

はい。ありがとうございました。次に会議録署名委員の指名でありますが、

協議会規則第９条第２項の規定により会議録署名委員に高橋正子委員を指

名いたします。よろしくお願いいたします。 

それでは議事に移ります。日程第一、報告第一号五泉市国民健康保険税条例

の一部改正についてを議題と致します。市長の説明を求めます。はい、市長。 

 

報告第１号 五泉市国民健康保険税条例の一部改正について、ご説明申し上

げます。これは、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令の施行に伴い

まして、国民健康保険税条例の一部を改正する条例を３月３１日付けで専決

処分したものであります。このたびの改正は、第３条では、基礎課税額の課

税限度額をこれまでの５２万円から５４万円に、後期高齢者支援金等課税額

の課税限度額を 1７万円から 1９万円に引き上げるものであります。また、

第１５条で、被保険者均等割額と世帯別平等割額の５割軽減及び、２割軽減

の所得判定基準額を変更し、軽減対象世帯を拡大するものであります。以上、

国民健康保険税条例の一部改正について申し上げましたが、細部につきまし

ては課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。以上であります。 

 

はい、課長。 

 

それでは報告第一号についてご説明させていただきます。議案書の１ページ

をご覧ください。今ほど市長から説明がありましたように、国の地方税法施

行令等の改正に伴いまして、３月３１日付けで専決処分いたしました国民健

康保険税条例の一部改正の報告であります。改正の内容でありますが、税の

公平性の観点から課税限度額を、基礎課税額の分、これは医療費分でござい

ますけれども、これを５２万円から５４万円に、次に後期高齢者支援金分が

１７万円から１９万円に引き上げになりましたので、第３条の規定を改めま

した。これにより年税額の上限は、これまでの８５万円から８９万円となっ

たところでございます。また、均等割及び平等割の５割軽減と、２割軽減の

所得判定基準額が変更されましたので、第１５条でそれぞれ改正を行いまし

て、軽減対象世帯を拡大したものであります。なお、条例の改正部分につき

ましては、新旧対照表を別冊の参考資料の１ページと２ページに記載してい

るところでございます。なお、この改正によります五泉市国保への影響であ

りますけれども、議案書の、また戻っていただきまして１ページの下の方で
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ございますけれども、カッコ書きで「本算定による影響世帯・人数」の表を

ご覧いただきたいと思います。医療・支援の部分につきまして、平成２７年

度と比較いたしまして５割軽減分が増加し、２割軽減が減少となっていると

ころでございます。また、年税額が上限の８９万円となる世帯は、１番下の

米印の行でございますけれども４４世帯となったところであります。説明は

以上でありますが、よろしくお願いいたします。 

 

はい、それでは質疑に入ります。只今の説明に対してご質疑ありませんか。

ありませんね。無いようでありますので報告第１号に対する質疑を終了いた

します。次に日程第２。報告第２号平成２７年度五泉市国民健康保険特別会

計歳入歳出決算見込みについてを議題といたします。市長の説明を求めま

す。 

 

はい会長。 

 

はい市長。 

 

はい。報告第２号 平成２７年度五泉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

見込みについて、ご説明申し上げます。決算見込み総額は、歳入で６３億３,

４１７万４,３７７円、歳出で６３億３,４１７万３,４９５円となり、差し

引き８８２円を平成２８年度へ繰り越すこととなりました。また、平成２７

年度決算におきましては、歳入不足分について、緊急支援措置として一般会

計から１,７５７万４,０００円を繰り入れしたものであります。以上、平成

２７年度の決算見込みについて申し上げましたが、細部については課長に説

明させますので、よろしくお願いいたします。以上であります。 

 

会長。 

 

はい湯浅課長。 

 

平成２７年度五泉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算見込みでございま

す。数字的にはほぼ確定したものでございます。その後、監査委員の決算審

査を受けまして、９月の市議会で決算認定を受ける流れとなっております。

それでは、議案書の２ページが歳入の関係であります。縦長といいますか、

Ａ３の大きなものになりますけれども、左から款・項・目・節の順となって

おります。主に款の順に、それから金額につきましては、右から４番目の欄

の収入済額を説明させていただきます。初めに、１款の国民健康保険税でご

ざいますが、一般分と退職分を合わせまして１１億３,６０３万９,５５６円

となりました。また、収納状況につきましては、別冊の３ページをお開きく

ださい。一番上の表が国民健康保険税であります。平成２７年度の収納率に

つきましては、その表の下から３行目の現年度課税分につきましては、右か

ら３つ目ですけれども９３.６３パーセント、その下の行の滞納繰越分では

１４.４８パーセント、合計で７４.７９パーセントとなったところでござい

ます。議案書の２ページにお戻りください。２款、分担金及び負担金は特定

健康診査事業の負担金で、４０歳から６９歳までの方の自己負担分でござい

ます。合計で１７１万８００円の収入となりました。次に、３款使用料及び

手数料では督促手数料で、７１万６,０００円となりました。次に、４款国

庫支出金でありますが、国からの各種負担金と補助金で、合計１３億４,０



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３７万３,２３１円となりました。次に、５款療養給付費等交付金でありま

すが、診療報酬支払基金からの交付金で、２億２,２１８万８,０００円であ

ります。次に、６款前期高齢者交付金でありますが、６５歳から７４歳まで

の前期高齢者分で、１４億１,７７９万１,１１４円であります。次に７款で、

県支出金でありますけれども、県からの負担金と補助金、合わせまして２億

９,１１４万１,７３４円となりました。次に、８款特定健診未受診者の家庭

訪問事業に対する連合会からの補助金で１１８万７,４６８円であります。

また、その下の９款共同事業の交付金で１３億７,７５６万４,６１２円とな

りました。次に、１０款財産収入は、財政調整基金の利子が１３０円であり

ます。続いて、１１款繰入金は一般会計からの繰り入れで、合計４億８,８

９３万７,９１９円となりました。このうち、７節の国保財政緊急支援繰入

金の欄をご覧いただきたいのですけれども、先ほど市長の説明にもありまし

たように、一般会計からの法定外繰入ということで、当初予算では、被保険

者当たり１万円として１億３,５６１万円を見込んだところでございますけ

れども、最終的には１,７５７万４,０００円となったところでございます。

次に、１２款繰越金は平成２６年度からの繰越し金で、９９万９,６３２円

でした。最後に、１３款の諸収入であります。延滞金や交通事故を原因とし

た第三者行為負担金と、国保連合会積立資産返還金などでございまして、合

計で５,５５２万４,１８１円でありました。合計いたしますと、収入済額は、

６６億３,４１７万４,３７７円の決算見込みとなったところでございます。

続きまして、３ページの歳出でございます。１款の総務費であります。これ

につきましても款の合計と、右から４つ目の支出済額を説明させていただき

たいと思います。総務費につきましては管理運営費用でございまして、合計

で７,８１５万８,２１０円となりました。次に２款、保険給付費は、医療費

と出産育児一時金そして、葬祭費を支出したもので、合計で３７億３,８８

５万８,３９３円であります。ここで参考資料の４ページをお開きください。

医療給付費の推移でございます。上の方の表でありますけれども、各診療月

毎で２５年度、２６年度、２７年度の比較を行っております。表の下から２

番目の合計の行をご覧いただきたいのですけれども、合計金額２７年度が一

番低くなっておりまして、対前年比で９８.１パーセントとなりました。下

のグラフをご覧いただきますと、２７年度につきましては、黒い棒グラフに

なりますけれども６月が一番のピークになったことが分かるものでござい

ます。また次の、５ページをお開きください。こちらは、一人当たりの推移

でございます。表の下から２番目の合計欄でございますけれども、２７年度

の一人当たりで、２４万９,３８３円、対前年度比較では、１０３.２パーセ

ントとなっておりまして、依然として、上昇傾向が続いているということで

ございます。次に、６ページをご覧いただきたいと思います。これは、１９

年度から２７年度までの被保険者数と一人当たり療養給付費を表したもの

であります。先ほどもお話ししましたけれども、被保険者数は減少している

傾向でありますし、一人当たり給付費は反対に右肩あがりに上昇していると

ころであります。また議案書の方に戻っていただきたいと思います。３ペー

ジの歳出の３款でございます。３款、後期高齢者支援金等につきましては合

計支出済額で、７億 1,３７０万４,２９５円、その下の４款の前期高齢者納

付金等が、４６万５,９８６円、５款の老人保健拠出金３万１,３１９円、６

款介護納付金は、３億２４６万４,９９０円、７款が、共同事業拠出金とし

て１３億８,１９８万４,０５９円を拠出したものであります。次に８款の保

健事業費でありますけれども、特定健診や人間ドック、また、医療費通知と

ジェネリック医薬品差額通知書の費用で、合計で５,７４８万５,１５２円と
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渡辺委員 

 

 

羽下会長 

なりました。また基金積立金については１３０円、１０款の公債費はゼロ、

そして、１１款の諸支出金でありますけれども、税の還付金ですとか国、県

などへの返還金が６,１０２万９６１円でありました。予備費につきまして

はゼロでございます。以上を合計で６３億３,４１７万３,４９５円の支出と

いう決算見込みとなりまして、歳入から歳出を差引きますと差引８８２円と

なったところでございます。それから、参考資料の一番最後のページ、７ペ

ージでございます。平成１９年度から２７年度までの状況を表にいたしまし

た。決算額または被保険者数の推移、保険給付費の推移などをご覧いただけ

ればと思います。以上で、平成２７年度の決算見込みということで説明させ

ていただきました。よろしくお願い申し上げます。 

 

はい。それでは質疑に入ります。只今の説明に対してご質疑ありませんか。 

 

はい、今井委員。 

 

先ほどの説明の中で、この資料の２ページの中で、繰入金について法定外繰

入を行うということで、この 

 

今井委員。 

 

はい。資料の２ページの中で繰入金について、法定外繰入を行うということ

で、 

 

今井委員、資料じゃないですよ。 

 

あ、資料じゃありません。申し訳ない。 

 

議案書ですね。 

 

あ、そうですね。すいませんです。議案書でございます。議案書の中の２ペ

ージなんですけれども、１１款の繰入金というところで法定外繰入を行うと

いうことで、これが、１,７５７万４,０００円ということで、これ一人おい

くらといいましたっけ。 

 

はい。湯浅課長。 

 

当初予算におきましては一人１万円ということで款項目節の次に当初予算

の額の欄があります。それで１億３,５６１万円ということで予算措置をし

たところでございます。 

 

はい。 

 

他にございませんか。はい、渡辺委員。 

 

今井委員の続きの、法定外繰入のつもりが、１億３５００万円のつもりがお

よそ１７００万円すぎたっていうことと、ちょっと要因っていうか 

 

理由ですね。 
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理由と、それからせっかく健康福祉課の皆さんがいらっしゃるので特定健

診、特定保健指導という観点から、願望としてはそれを続ける、すぐ結果は

出ないとしてもそれが少しずつ減ってく感じになっていますか。 

 

はい、湯浅課長。 

 

会長。議案書の３ページを見ていただくと分かるところがございます。一番

大きなのは医療費について２款合計で、当初、予算では４０億円ほど見込ん

でたところでございますけども、結果３７億円で、３億円ほどかからなかっ

たというのが一つございますし。これが一番大きな理由になります。 

 

はい、会長。 

 

はい、皆川課長。 

 

今ほどの特定健診の関係の、受診率でありますけれど、平成２０年からです

ね２６年までは、ちょっと数字を申し上げますと平成２０年度、３２.１、

２１年度は３３.５、２２年度は３２.８、２３年度が３２.５、２４年度が

３５.２、２５年度は３７.９、２６年度が３９.７パーセントというふうに

伸びてはきておるんですけど、今回、平成２７年度につきましては、これま

で２月頃にならないと正式な確定の数値っていうのは出ないんですけど、６

月現在の数値を申し上げますと今３８.１パーセントということで若干、昨

年度よりもちょっと落ちてるというような状況でございます。 

 

いいですか。はい。弦巻係長。 

 

はい。特定健診の方は、年々少しずつでございますが受診者伸びてきており

ます。特定保健指導ということでメタボリック症候群の方々を中心に積極的

支援、それから動機づけ支援ということで経過を追った支援をさせていただ

いております。また、糖尿病予防教室とかメタボ予防教室、その他に任意検

診とかいろいろ対象者の状況に合わせました学習会を取りそろえまして、お

一人お一人に合った指導体制を整えております。 

 

ちょっと違う。違いますよね。皆さん、だからこうやって努力されてそれで

この法定外繰入が下がった理由はどう思いますか、で結構です。はっきりこ

うだっていうのが分からなくても。分かります？はい、皆川課長。 

 

はい。健康診査をですね、奨励しておるということで、皆さんから受診をい

ただいたということで、早期発見で医療費が下がったというような事から法

定外を繰り入れる費用もですね、下がったと。いう風に考えております。 

 

はい。という事でよろしいですよね。他にございませんか。はい、森委員。 

 

資料の方の４ページですけども、２７年度６月が非常にこの何年間比べた中

でも医療費がすごくかかってるわけなんですけど、その多い理由、例えばど

んな病気の方が多いとかそういうのをお聞きしたいと思います。 
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はい、亀山課長補佐。 

 

６月の診療分が昨年度より非常に多いということなんですけども、調べてみ

ますと、入院の医療費が、前年の６月に比べて大分、多くなりまして、一番

医療費がかかった方で一人８００万ほどかかってる方がおられまして。あと

主な傷病名、傷病ですけどもやっぱり心疾患がおおございまして、このよう

な、前年に比べて高額となったということでございます。 

 

よろしいですか。はい。他にございますか。はい、渡辺委員。 

 

はい。議案書の２ページの右側の収入未済額ですが、これは現年分とそれか

ら滞納繰越分だと思うんですが、これが何年間、一生懸命に税務課の皆さん

が努力なさって年間１０何パーセントだかは回収なさっているんですが、何

年間なると不能欠損なるかということと、それからこの、全部足すと３億６

０００万もなってるんですが、これちょっと大分多いと思うんで、これをそ

の回収する手立てっていうか、そういうのをちょっとお聞かせ願いたいんで

すが。 

 

はい、弦巻課長。税務課長。 

 

時効は５年ですけども、執行停止をかけて、３年後に落ちるという事になり

ます。３億強の滞納額があるという事でありますけれども、日々、徴収とい

う事で、徴収努力をしております。その方に合った納税相談等々で対応して

おるんですけれども、やはりその方の状況といいますか、納付したくてもで

きないというような状況とか、そういうところをまた加味して滞納処分でき

ればいいんですけれども、そこまでいかないというような方もおりますし、

執行停止をかけて３年後には落ちるというような状況が今現在であります。 

 

努力はしてるんですけども難しい。よろしいですか。他にございますか。森

委員。 

 

五泉市の去年だか一昨年から、コンビニでの納税が可能になりましたけど

も、以前、コンビニで支払いする前と比べて納税の収納率が良くなってるん

でしょうか。 

 

はい、弦巻税務課長。 

 

コンビニの利用件数ですけれども、２７年度、４万２,００３件ということ

で、２６年度に比べますと２．１ポイント、２６年度より件数は上がってお

ります。収納全体の中でコンビニ収納、コンビニで支払ってる方の割合なん

ですが１７．５パーセントという事で、一番多いのは口座振替が一番多いん

でありますけれども、２６年度からコンビニ収納１５．４パーセント、２７

年度が１７．５パーセントということで徐々に利用者が増えております。 

 

よろしいですか。他にございますか。 

 

会長。よろしいですか。はい。繰入金の関係なんですけれども、今、財政調

整基金というもの、どれくらいかちょっとお聞かせください。 
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はい。湯浅課長。 

 

参考資料の一番最後のページの７ページを見ていただきたいんですけれど

も、その真ん中辺あたりに年度当初基金保有額ということで、２８年度でい

いますと５２万２７２８円が今、財政調整基金の残高になっております。 

 

７ページのあたりですか。 

 

はい。７ページの真ん中へんにある、左側に年度当初基金保有額という一覧、

１９年度では４億５２４７万５４７５円って書いてある欄を見ていただい

て一番右端で、２８年度の年度当初では５２万２７２８円という金額です。 

 

よろしいですか。いいですね。はい、それではこれで報告第２号に対する質

疑を終了いたします。次、日程第３議第一号平成２８年度国民健康保険税に

ついてを議題といたします。市長の説明を求めます。 

 

はい会長。 

 

はい市長。 

 

只今議題にあがりました、議第１号 平成２８年度国民健康保険税について、

ご説明申し上げます。今回、平成２７年度分の所得が確定しましたので、前

年と同様の税率によりまして、試算をした結果でご説明申し上げます。賦課

総額では、１１億４,１２２万８,０００円となり、前年度比較で４,３８３

万９,０００円の減となりました。これは、課税所得の減少によるものと考

えております。今後とも国保税の収納率の向上、特定健診の受診率向上や各

種健康づくり事業の実施などによりまして、健全な国保会計の運営を進めて

参りたいと思います。以上、平成２８年度国民健康保険税について、ご説明

申し上げましたが、細部については課長に説明させますので、よろしくご審

議のうえ、ご答申を賜りますようお願い申し上げます。以上であります。 

 

はい湯浅課長。 

 

それでは議案書の４ページからとなります。一番上の賦課額の表をご覧くだ

さい。賦課総額につきましては、７月調定額でございます。今ほど市長が申

し上げましたとおり、平成２８年度は１１億４,１２２万８,０００円となり

まして、前年比較では３．７パーセントの減、一人当たりでは１．２８パー

セントの増となったところでありますけれども、１世帯当たりでは、０．４

２パーセントの減ということになりました。その下の内訳でございます。医

療分と後期高齢そして、介護分それぞれの状況を載せてあるところでござい

ます。議案書の５ページから７ページにそれぞれの区分によります軽減額等

を入れた算定状況を表にしたものとなっております。５ページの医療給付費

分をご覧ください。左側が２７年度、右側が２８年度でございます。２８年

度の所得割の欄でございますけれども基礎数値が５７億１,５２３万９,０

００円と、２７年度と比較して減少しているところでございます。税率は据

え置きで同率でございますので、算出税額についても前年度と比較して減少

したところでございます。一つ飛びまして均等割でございます。２７年度の
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被保険者数でございますけれども１３,４２１人に対しまして、２８年度が

６４１人少なくなった１２,７８０人、税率は変わりませんので、算出税額

は減少したところでございます。その下の平等割も、世帯数が減少いたしま

したので、結果的に算出税額の計（Ａ）の欄でございますけれども、前年度

と比較して３,４９６万４,０００円減少の、合計で９億３,８７６万６,００

０円となったところであります。その下の軽減の部分でございますけれど

も、報告第 1号で申し上げました条例改正により５割軽減については前年度

と比較して増加したところでございます。軽減額の計で、２７年度と比較い

たしまして１８４万９,０００円減の、２８年度の合計は１億３,７５２万

８,０００円となったところでございます。なお６ページは後期高齢者支援

分でございますけれども、同様の傾向となってるところでございます。また

４ページに戻っていただきたいと思います。中段の所得区分別とその下の所

得階層別の表でございます。わきの方に米印で書いてございますように注意

書きがございます。集計時点が異なっておりますので、その理由で世帯数が

３件、５ページと異なってる事をご了承をお願いいたします。所得区分別の

表でございますけれども、農業所得を除くその他の所得で減少となったとこ

ろでございます。なお、農業所得につきましては２７年度が災害の関係で非

常に落ちたところがございました。また世帯数の合計でございます。２２２

世帯減少となったところでございます。次に、所得階層別の表でございます。

ご覧のように所得階層の０円から３０万円までの層と１００万超２００万

円以下の階層、この二つの階層が多数を占めているところでございます。参

考に市全体の所得の状況が一番下のところに載っているところでございま

す。なお、賦課総額は４,４００万近い減少ということで、前年度と比較し

て７月時点の調定で減っているところでございますけれども、２８年度の予

算、国保税としては予算を超えている、確保されているところでございます。

説明につきましては、以上であります。よろしくお願いいたします。 

 

はい、それでは質疑に入ります。只今の説明に対してご質疑ありませんか。

はい、ないようですので議第１号に対する質疑を終了いたします。お諮りを

いたします。議題について原案のとおり答申することにご異議ございません

か。ありませんね。異議ありですか？はい、異議がありますので、原案のと

おり答申することに賛成の方の挙手を求めます。はい、賛成多数ということ

で原案のとおり答申することに決定をいたしました。なお只今の各委員から

のご意見ご提言に対しては今後の国保運営に反映し安定した運営に努力さ

れるよう、協議会として要望いたします。その他、事務局。はい、亀山課長

補佐。 

 

はい。それではその他といたしまして、議案の別冊としてお配りいたしてお

ります平成２８年度五泉市国民健康保険事業計画について、若干ご説明いた

します。この計画につきましては国民健康保険事業の健全な運営を確保し、

被保険者の皆様の健康の保持増進を図るために毎年度策定を行っているも

のであります。計画の概要といたしましては、事業運営の課題を整理いたし

まして重点項目を設定し、解決に努め具体的な事業の実施を行うことといた

しております。平成２８年度の事業運営上の課題といたしまして、５点を掲

げております。１つ目が２７年度において一般会計からの法定外繰入を行

い、収支均衡を図ったが今後も厳しい財政状況が見込まれる。２つ目といた

しまして２７年度２８年度は税率を据え置くこととしているが２９年度も

据え置きが望ましいので広域化を踏まえて検討が必要である。３つ目収納率
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向上対策推進事業を実施し、引き続き収納率の向上に努める。４つ目特定健

康診査等実施計画第２期計画による特定健診・特定保健指導について引き続

き受診率の向上を図る。５つ目、国民健康保険の健全な運営と被保険者の健

康保持増進を図るため、関係各課と連携協力し、各事業を実施する、として

おります。重点項目といたしましても５点を掲げております。１つ目といた

しまして、収納率の向上を図り、少なくとも予算編成時の予定収納率を確保

する。目標といたしまして現年医療一般で９３．７パーセントであります。

２つ目、特定健診・特定保健指導の実施に際し、未受診者の家庭訪問、４０

歳から４４歳、５０歳から５４歳の無料化することにより、受診率の向上を

図る。目標値といたしまして特定健診実施率を総合戦略目標値であります４

３．６パーセント、特定保健指導実施率を５０パーセントとしております。

３つ目でありますけども、レセプト点検では、点検時間の確保、月１１９時

間、レセプト管理システムの活用により、単月・縦覧点検を実施する。目標

値といたしまして内容点検効果率０．０７パーセントとしております。４つ

目が、ジェネリック医薬品差額通知の送付により、ジェネリック医薬品の利

用を促進し、医療費の削減を図る。５つ目といたしまして、平成２７年度に

策定したデータヘルス計画に沿った、効果的かつ効率的な保健事業を実施す

る、としております。具体的な事業の実施につきましては、２ページ以降に

記載しておりますのでお読み取りいただければと思います。以上です。 

 

これには質疑はないことにはなってるんですけど、どうぞ。何かあります？

聞きたいこと。 

 

いいですか。 

 

はい、阿部委員。 

 

文章の通りでありますけど二番目で２９年度も税率を据え置くうんぬんと

書いてありますけど、２９年度も据え置きの見通しとありますが、ここら辺

の捉え方なんですけれども、我々もこの運営協議会で税率をじゃあどういう

風にするか提案されながら審議していくつもりでありますが、もうすでにこ

ちらの方で２９年度据え置きが望ましいと、こういう風にありますけれど、

どういう風に考えてますか。 

 

はい。 

 

はい市長。 

 

大変失礼申し上げた文章でありましてお詫び申しあげる次第であります。法

定外繰入一人一万円を組んだわけでありまして、おかげさまをもちまして、

それを超えないという事で、現実であれば今年度、２８年度の税率値上げと

いうことで危惧していたわけであります。先ほど法定外の中でこの財政調整

基金４億５０００万、合併当時はそれくらいあったわけでありますが、値上

げをしないできまして、この二回ほど値上げさせていただきましたけれど

も、法定外繰入が減少をきたしたっていうことで事務方もそういう考えでい

てこの文章になったということで、大変僭越で申し訳なくお詫び申し上げる

次第であります。また改めましてですね、２９年度の税率につきましては皆

様からご審議いただきますことをお願い申し上げる次第であります。以上で



 

 

羽下会長 

 

阿部委員 

 

羽下会長 

 

羽下会長 

 

 

亀山補佐 

 

羽下会長 

 

亀山補佐 

 

 

 

 

 

 

羽下会長 

 

 

委員 

あります。 

 

よろしいですか、阿部委員。 

 

はい。 

 

暫時休憩します。 

 

再開いたします。事務局から連絡がございますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

はい。 

 

はい、亀山課長補佐。 

 

はい。事務連絡ってことで、先般、皆様に国保運営協議会委員の研修の参加

ってことで文章差し上げてるところなんですけども、１９日の出欠の報告と

いうことでありますけども、この場でちょっとご確認をさせていただきたい

んですけども、参加できる方は挙手の方をお願いいただけたらと思うんです

けども。会長はぜひお願いします。１９日までですのでできれば参加してい

ただきたいと思いますけども、よろしくお願いいたします。 

 

はい、ということなのでよろしくご参加の方、お願いいたします。以上で本

日の協議会を終了いたします。大変お疲れ様でございました。 

 

お疲れ様でした。 
 

◎付帯議決等・・・・・なし 

午後 ２ 時 ４０ 分     閉  会 
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